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＜ はじめに > 

教育は、教職員や学校に対する信頼関係の上に成り立っています。ところが、ひとたび不祥事事案が生

起すれば、幼児・児童・生徒や保護者、地域からの信頼は一気に崩れ去ってしまいます。 

そのようなことからも、教職員は、教育の場において直接幼児・児童・生徒を指導するという職責に鑑

み、平素から自粛自戒し、厳正な服務規律を保たなければなりません。 

 これまで府教育庁では、毎年 7 月と 11 月に、府立学校校長・准校長及び市町村教育委員会教育

長あて、教職員の服務規律の厳正を図るための通達を発出しています。 

 また、新規採用者や新任校長・教頭を対象とした不祥事防止に向けた研修の実施や日常的に不祥事

防止を意識することを目的に、教職員への不祥事防止必携の配付などの取組みを行っています。 

しかしながら、平成 30 年度の懲戒処分者数は 71 名にのぼり、昭和 55 年度以降過去最多（平成

23、24 年度と同数）の結果となりました。その後も、毎年 50 名前後で推移しており、依然として懲戒処

分件数が多い状態が続いています。 

 不祥事に至る教職員の多くは、当該行為が不適切であることは漠然とは認識していますが、「これまで許

されてきた」「これぐらいはいいだろう」「自分だけはばれないだろう」などと誤った思い込みを持ち、当該行為が

幼児・児童・生徒や保護者、学校、自分自身に及ぼす影響にまで十分考えが至っていません。 

 不祥事防止のためには、ストレスのない職場・同僚性の高い職場づくりが大切であることはもちろんです

が、何よりも教職員一人ひとりの意識改革、自覚と責任の醸成が重要です。本ワークシートは、教職員の

不祥事の根絶に向け、校内研修等の場で有効に活用していただくために作成しました。 

教職員のみなさんが、本ワークシートを活用し、活発に意見交換等を行うことで、不祥事問題を「自分

事」としてとらえ、自身による日常的な点検につなげていただきたいと考えます。 

 

<ワークシートについて> 

・実際に生起した不祥事事例をもとに、問題点や周囲に与える影響、未然防止に向けた取組み等につ

いて、意見交換ができるよう構成されています。 

・質問数を絞り、問い方を簡素化するなど、予定された研修時間に応じて、１事例または複数事例を

活用した校内研修の実施が可能となるよう作成しています。 

・これまでに生起した事例をもとに、以下の分類に整理しています。（資料 P31 参照） 

必要に応じてご活用ください。 

 

１<非違行為と知っていた…>（確信犯型） 

２<この程度なら許される…>（甘い認識型） 

３<自分の欲求のまま…>（自己中心型） 

４<つい、カッとなってしまった…>（感情的・衝動的型） 

５＜処分に該当するとは思わなかった…>（認識不足型） 
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1 <非違行為と知っていた…>（確信犯型） 

1-①事例研究 わいせつ 【ワークシート】 

■概要 

Ａ教諭は通勤途上に地下鉄の構内で女子高校生の後ろをつけていき、階段を上っていく際に２、３段

後ろから体を傾けてスカート内を盗撮した。気づいた女子高校生が悲鳴を上げたため、Ａ教諭はあわてて逃

走を企てたが、現場に駆け付けた警察官により、現行犯逮捕された。その後、警察による事情聴取の中で、

過去にも繰り返し女性のスカート内を覗いたり、盗撮したりしたことを述べた。 

 

■発覚の経緯 

  現行犯逮捕されたことにより、警察署から学校へ連絡があり発覚。 

 

■動機 

  「盗撮しても、相手が気づいていなければ、誰も傷つけていないと思った。」 

 

【研修方法】 

① 個人で Q１～Q３に回答 

② 4 人から６人の班に分かれて、意見交換 

 

Ｑ１ この事例は、児童・生徒、保護者、他の教職員および学校にどのような影響を与えるでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２ この事例の後に、学校が早急にとるべき対応には、どのようなものがあるでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ３ 未然防止のためにできること、しなければならないこととして、考えられることを挙げてください。 
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【勤務時間外のわいせつ行為（痴漢、盗撮等）】 

痴漢や盗撮等のわいせつ行為は、人権を侵害する極めて重大な犯罪です。教職員によるわいせ

つ事件が一旦発生すれば、児童・生徒や保護者に大きな不信感が広がり、教育に対する信用が著

しく損なわれます。 

令和５年６月には、「刑法」が改正されました。16 歳未満への性交等、わいせつ行為、性的な画像を送

るように要求する行為等のほか、ひそかに、性的な部位や下着等を撮影する、盗撮する行為等は刑事罰

の対象となります。 

令和４年４月には、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が施行され、教育

職員等が行うことを禁止する行為「児童生徒暴力等」が明確化されたため、令和６年３月に「職員の懲戒

に関する条例」を改正しました。 

また、児童・生徒が被害者となるケースも後を絶ちません。児童・生徒との適切な関係性を保

つ方法や対応方法について職場で再度話し合う機会を設けてください。 

 

Ｑ．このような場合、児童・生徒へどのように対応しますか？（考えてみてください。） 

 

 

 

 

最近の事例では、以下のような傾向があります。次の事例を参考に、児童・生徒や同僚、学校、

自分の家族への影響にも考えを巡らせ、教職員に求められる倫理観や自律心とは何か考えてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

☑不祥事予防チェックリスト(例)  

□ 勤務時間外でも、教職員として高い倫理観と自律心が求められていることを認識しているか。 

□ 性暴力を扱ったインターネットのサイトや雑誌等に興味を持ち始めていないか。 

□ 過度の飲酒により自制心が低下した状態でとった行動を、深く反省した経験はないか。 

□ わいせつ行為は、「職員の懲戒に関する条例」に抵触する重大な非違行為であることを認識

しているか。 

□ 管理職は、所属教職員がストレスを抱えていないか知る努力をしているか。また、相談しや

すい環境づくりに配慮しているか。 

  

 

 

 

 

相談があるので２人だけで話を聞いてほしい 

今度、先生の家に遊びにいきたい 

 

●児童・生徒を指導する立場にあるという「自覚の欠如」 

●「児童・生徒と適正な距離感」を保てず、個人的な関係に発展 

●この程度なら大丈夫だと「自己中心的な行動」 

 

部活の帰りが遅くなったので、車で送ってほしい 

休みの日に遊びに連れて行ってほしい 

 

メモ 
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1-②事例研究 飲酒運転 【ワークシート】 

■概要 

Ａ教諭は、勤務校の忘年会で生ビールを 2～3 杯飲んだ後、同僚教員らと喫茶店へ行き、コーヒーを飲

みながら深夜まで話をした。その後、駅前の駐輪場に駐車していたバイクに乗って帰宅する途中に飲酒検問

を受け、酒気帯び運転で検挙、現行犯逮捕された。 

 

■発覚の経緯 

  現行犯逮捕されたことにより、警察署から学校へ連絡があり発覚。 

 

■動機 

  「飲酒してから時間が経っているので大丈夫だろうと思い込んでいた。」 

 

【研修方法】 

① 個人で Q１～Q４に回答 

② 4 人から６人の班に分かれて、意見交換 

 

 

Ｑ１ この事例で、Ａ教諭と忘年会に参加した教員のどのような点に問題があったのでしょうか。 

 

 

 

 

 

Ｑ２ この事例は、児童・生徒、保護者、他の教職員および学校にどのような影響を与えるでしょうか。 

 

 

 

 

 

Ｑ３ この事例で、Ａ教諭と忘年会に参加した教員が負うべき責任や損失は、どのようなものがあるでしょうか。 

 

 

 

 

 

Ｑ４ 未然防止のためにできること、しなければならないこととして、考えられることを挙げてください。 
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【飲酒運転、交通法規違反等】 

飲酒運転は、飲酒量の多少にかかわらず、死亡事故等の重大な事故につながる非常に危険な行

為です。飲酒運転は、自分の意思で防ぐことができる行為であり、児童・生徒に社会のルールを

守ることの大切さを教える教職員の信頼を失わせるもので、絶対に許されません。 

また、教職員は交通法規を遵守し、安全運転を心がけなければなりませんが、万が一、交通事

故を起こした場合には、直ちに負傷者の救護等に努め、必ず警察に通報してください。交通事故

を起こしたにもかかわらず、必要な措置を怠ると、ひき逃げ、当て逃げとして、より大きな責任

が問われることになります。 

飲酒運転や交通事故が学校や自分の家族にもたらす影響を認識し、安全運転を心がけてくださ

い。 

 

 

☑不祥事予防チェックリスト(例)  

□ 少しぐらいの飲酒なら大丈夫だと思っていないか。 

□ 「自分はもう酔っていない」と根拠のない判断をすることはないか。飲酒翌日の運転にも影

響することがあると認識しているか。 

□ 同乗者や飲酒を勧めた者も罰せられることを知っているか。 

□ 飲酒後に、自動車や自転車に乗ろうとしている同僚に「乗るな」と言えるか。 

□ 飲酒の影響は長時間に及ぶことを知っているか。 

□ 日頃から安全運転に努めているか。 

□ 交通事故を起こした場合、必ず警察に通報しなければならないと認識しているか。 

□ 交通事故を起こした場合には、すぐに管理職に報告しなければならないと認識しているか。 

 □ 管理職は、職場の歓送迎会・親睦会など飲酒を伴う会合の企画を行う際には、事前に飲酒運

転の禁止を徹底しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メモ 
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1-③事例研究 窃盗 【ワークシート】 

■概要 

Ａ教諭は、休日に市内のショッピングセンターで、総額 4000 円相当の商品を万引きしたところ、店の警備 

員に呼び止められ、警察に引き渡され、現行犯逮捕された。取り調べの中で、Ａ教諭は過去にも窃盗行為

を繰り返していたことが判明した。 

 

■発覚の経緯 

現行犯逮捕されたことにより、警察署から学校へ連絡があり発覚。 

 

■動機 

「いけないことだとわかっていたが、気晴らしにやった。」 

 

【研修方法】 

① 個人で Q１～Q３に回答 

② 4 人から６人の班に分かれて、意見交換 

 

 

Ｑ１ この事例は、児童・生徒、保護者、他の教職員および学校にどのような影響を与えるでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２ この事例で、Ａ教諭が負うべき責任や損失は、どのようなものがあるでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ３ 未然防止のためにできること、しなければならないこととして、考えられることを挙げてください。 
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【窃盗、詐欺】 

教職員は、児童・生徒の人格形成を支援するという重大かつ崇高な責務を担っているという自

覚をもって職務にあたる必要があります。このため、勤務時間中はもとより、私生活においても

自覚をもって行動しなければならず、児童・生徒、保護者、府民に対して、疑惑や不信を招くよ

うな行為は厳に慎まなくてはなりません。 

教職員としての信頼を損なわないよう、日常生活を再確認してください。 

 

 

☑不祥事予防チェックリスト(例)  

□ 勤務時間外でも、教職員として高い倫理観と自律心が求められていることを認識しているか。 

□ 教職員としての信頼を損なうことのないよう、過度な遊興、無理な借財などはしていないか。 

□ 管理職は、所属教職員がストレスを抱えていないか知る努力をしているか。また、相談しや

すい環境づくりに配慮しているか。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

メモ 
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2 <この程度なら許される…>（甘い認識型） 

2-①事例研究 勤務校の生徒への不適切な言動 【ワークシート】 

■概要 

Ａ教諭は、勤務校の女子生徒から友人や家族のことで相談を受けるようになり、自身のＬＩＮＥのＱ 

Ｒコードをメールで送信し、当該女子生徒と私的なＬＩＮＥのやり取りをした。当該女子生徒から自宅を見

せて欲しいと言われたことをきっかけに、自宅で女子生徒と過ごすことが増え、頭や肩に触れる、肩を貸すなど

の身体的接触を行った。 

 

■発覚の経緯 

当該女子生徒の保護者が担任に相談したことで発覚。 

 

■動機 

「楽しいという自分の気持ちだけで、これぐらいなら、まあいいかと思ってしまった。」 

 

【研修方法】 

① 個人で Q１～Q４に回答 

② 4 人から６人の班に分かれて、意見交換 

 

Ｑ１ この事例は、当該女子生徒に対して、どのような影響を与えたのでしょうか。 

 

 

 

 

Ｑ２ この事例で、Ａ教諭のどのような点に問題があったでしょうか。 

 

 

 

 

Ｑ３ この事例は、児童・生徒、保護者、他の教職員および学校にどのような影響を与えるでしょうか。 

 

 

 

 

Ｑ4 未然防止のためにできること、しなければならないこととして、考えられることを挙げてください。 
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【児童・生徒への不適切な言動 ～ セクシュアル・ハラスメント ～】 

 教職員によるセクシュアル・ハラスメントは、児童・生徒の心身を深く傷つけるとともに、そ

の後の成長過程においても影響を及ぼし、将来にわたり、個人の尊厳や人権を著しく侵害する絶

対に許されない行為です。一度発生すれば、学校教育への大きな不信感が広がることになります。 

たとえ、教職員が児童・生徒のことを考えて行ったことであっても、児童・生徒が不快だと感

じた場合には、セクシュアル・ハラスメントとなることを、教職員は強く認識しなければなりま

せん。 

令和４年４月には、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が施行され、児童・

生徒に対するわいせつ行為を行った教員について、厳格な懲戒処分の実施とともに、免許失効等となっ

た者への再交付の厳しいルールが設けられるなど、これまで以上に厳しい対応が求められています。 

さらに、同法律により、教育職員等が行うことを禁止する行為「児童生徒暴力等」が明確化されたため、

令和６年３月に「職員の懲戒に関する条例」を改正しました。 

 児童・生徒に対しては、適切な指導を行うことはもとより、個人的な関係に発展することがないように、今

一度、教職員として児童・生徒を守り育てる立場であることを自覚することが必要です。 

たとえ、児童・生徒のことを考えて行ったことでも、教職員間でのコミュニケーションのつもりでも、相手

が不快だと感じた場合には、セクシュアル・ハラスメントになることを強く意識しなければなりません。 

セクシュアル・ハラスメントは、指導する側と指導される側、大人と子ども等の力関係のもと、

児童・生徒が教職員からの言動を拒否することが困難で、被害も顕在化しにくい傾向にあります。

最近は、携帯電話やメール・ＳＮＳがそのきっかけになっているケースも多く、教職員が入手し

た児童・生徒の携帯電話番号やメール・ＳＮＳを悪用し、性的な言動に及ぶケースが生じていま

す。また、部活動や宿泊を伴う行事等において、教職員の立場を悪用した性的な言動による被害

も生じています。 

このため、教職員一人ひとりが高い人権意識を持ち、セクシュアル・ハラスメントを許さない

校内体制を構築するとともに、児童・生徒が自らの意思を表明できる力の育成を図る必要があり

ます。 

 

☑不祥事予防チェックリスト(例)  

□ セクシュアル・ハラスメントは、被害を受けた児童・生徒、教職員の心身を深く傷つける

ことを認識しているか。 

□ 親しみや励ましを目的とした言動であっても、児童・生徒、同僚教職員を不快にさせる場合

（特に身体的接触や性に関わる発言）があることを認識しているか。 

□ セクシュアル・ハラスメントに当たるか否かについては、相手が不快だと思うかどうかによ

るものであることを認識しているか。 

□ 教職員と児童・生徒という関係において、仮にその児童・生徒が好意を伝えてきたとしても、

恋愛関係になることは決して許されないことを認識しているか。 

□ スキンシップやマッサージなどと称して、児童・生徒の体に触ったり、触らせたりしていな

いか。 

□ 特定の児童・生徒に対し、勤務時間の内・外に関わらず、指導に関係のない電話やメール・

SNS でのやり取り等をしていないか。また、自家用車に乗せたりしていないか。 
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□ 障がいのある・児童・生徒に対し、児童・生徒が不快に感じることがない適切な介助、指導

方法を身につけているか。 

□ 指導等を行う場合は、密室となるような場所で行わないようにしているか。やむを得ず行う

場合は、複数の教員で行うようにしているか。 

□ 教職員と児童・生徒との間の教育上の指導及び相談を超えた行為にならないように、慎重な

配慮を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 メモ 
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2-②事例研究 公文書の紛失 【ワークシート】 

■概要 

6 月下旬、小学校 5 年生の担任である A 教諭の学級に、児童 B が転入してきた。後日、教務主任 C 

から、転入元の学校から送られてきた指導要録の写し等を受け取ったが、A 教諭は夏休みに処理しようと考

え放置していた。夏休みに学年主任 D が指導要録を点検している際、転入生の指導要録が作成されてい

ないことに気づき、担任である A 教諭に確認したところ、書類の紛失が発覚した。 

 

■発覚の経緯 

毎年、夏季休業中に行っている指導要録の点検で発覚。 

 

■動機 

「担任業務が忙しく、指導要録の保管をついつい後回しにしてしまった。」     

 

【研修方法】 

① 個人で Q１～Q４に回答 

② 4 人から６人の班に分かれて、意見交換 

 

Ｑ１ この事例で、A 教諭のどのような点に問題があったのでしょうか。 

 

 

 

 

 

Ｑ２ この事例で、学校が早急に対応すべきことはどのようなことでしょうか。 

 

 

 

 

 

Ｑ３ この事例は、児童、保護者、他の教職員および学校にどのような影響を与えるでしょうか。 

 

 

 

 

 

Ｑ4 未然防止のためにできること、しなければならないこととして、考えられることを挙げてください。 
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【個人情報の紛失、公文書の誤廃棄】 

学校には、児童・生徒、保護者等の様々な個人情報があり、教職員はこれらの個人情報に日々

接し、処理しなければならない立場にあります。個人情報の紛失・盗難は、学校に対する信用を

失墜させるばかりか、プライバシーの侵害につながり、大きな二次被害が発生する可能性もあり

ます。 

府教育庁では、統合ＩＣＴネットワークを全府立学校に導入したことにより、個人情報の保管

媒体としてのＵＳＢメモリの使用を禁止しています。 

個人情報の取扱いには細心の注意を払い、学校におけるルールを策定し、適正な取扱いに努め

てください。 

 

 

☑不祥事予防チェックリスト(例)  

□ いつ紛失・盗難に遭うかもしれないと危機管理意識をもって個人情報を取り扱っているか。 

□ 個人情報を含む文書や機器等を校外へ持ち出す必要が生じた場合は、自分自身で判断するの

ではなく、管理職に相談の上、対応しているか。 

□ 個人情報が含まれる名簿や文書は、机やロッカーに鍵をかけて保管しているか。 

□ 個人情報を含むファイルをメールで送信する際は、必ずパスワードをかけているか。 

□ 個人情報を含む文書を封入する際やメールを送信する際には、宛先や内容等に誤りがないか

を複数人で確認しているか。 

□ ＵＳＢメモリ等の外部記憶媒体に個人情報を保存していないか。  

□ 学校において、個人情報の管理規程を定めているか。管理体制を確立しているか。 

□ 個人情報を取り扱う場合は、各校で作成した情報管理規定を遵守しているか。 

□ 定期考査において、答案用紙を回収する際、きちんと枚数を確認しているか。また、監督者

から採点者へ引継ぐ際、お互いに枚数を確認しているか。 

□ 答案用紙や成績関係資料等を机の上などに放置していないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メモ 
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2-③事例研究 体罰 【ワークシート】 

■概要 

Ａ教諭は、体育大会で行う競技練習の際に、真面目に取り組まなかった生徒Ｂを注意したが、生徒Ｂが

反抗的な態度をとったため、Ａ教諭は、生徒Ｂを別の場所で指導しようと襟元をつかんで立たせ移動させた

が、生徒Ｂがゆっくりと歩いていたため、髪の毛と右耳を引っぱった。移動後、生徒Ｂは更に挑発的な態度をと

ったため、Ａ教諭は感情的になり、生徒Ｂを転倒させ、太ももと腕を蹴るなどの体罰を行った。 

 

■発覚の経緯 

生徒Ｂから話を聞いた友人の保護者からの訴えで発覚。 

 

■動機 

「自分の指導力に自信と実績があり、これまでの指導が学校全体の生徒指導に貢献しているという自負が

あった。」 

 

【研修方法】 

① 個人で Q１～Q４に回答 

② 4 人から６人の班に分かれて、意見交換 

 

Ｑ1 この事例は、生徒Ｂにどのような影響を与えたのでしょうか。 

 

 

 

 

Ｑ2 この事例で、Ａ教諭のどのような点に問題があったのでしょうか。 

 

 

 

 

Ｑ3 この事例で、学校が早急に対応すべきことはどのようなことでしょうか。 

 

 

 

 

Ｑ４ 未然防止のためにできること、しなければならないこととして、考えられることを挙げてください。 
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【児童・生徒への体罰、暴行等】 

体罰は、学校教育法第１１条において禁止されているだけではなく、傷害、暴行等の刑法犯罪

であり、絶対に許されません。実際、過去には教員が刑事罰に問われていることもあります。 

児童・生徒に体罰を加えることは、教員としての指導力の不足を表しているものです。また、

児童・生徒に暴力行為を容認する気持ちを醸成させるなど、心身に悪影響を与え、教育的効果は

一切期待できません。 

残念ながら、一部の教員には、未だに「体罰は時として必要だ」との誤った価値観が残ってい

ることもあり、こうした価値観は変えていかねばなりません。確かに生徒指導において、児童・

生徒が教職員に対して礼儀を欠いた態度で対峙するような場合もありますが、それに対する指導

は、暴力や暴言によって生徒を従わせるという方法によるべきではなく、府教育庁が作成してい

る「５つのレベルに応じた問題行動への対応チャート」に記載されているような、様々な児童・

生徒へのフォローアップ指導など、指導の技術によるべきです。 

また、多種多様な指導技術を様々な場面で使い分けることができるからこそ、指導・支援のプ

ロとしての存在意義が認められるのです。 

自分自身は勿論、同僚の体罰行為も絶対に許さないとの認識のもと、学校全体で児童・生徒の

指導に取組む必要があります。 

 

 

☑不祥事予防チェックリスト(例)  

□ 児童・生徒への指導にあたり、感情を抑え、冷静に行っているか（児童・生徒を指導する自

分自身を客観的に見つめるもうひとりの自分がいるか）。 

□ 体罰が人格を傷つける行為であり、児童・生徒の人権を侵害する行為であることを認識して

いるか。 

□ 信頼関係があれば、少しくらい叩いても許されるという認識はないか。 

□ 先入観や憶測で児童・生徒の指導にあたっていないか。 

□ 自分本位の指導観や画一的な指導に陥っていないか。 

□ 児童・生徒の不安や喜びなど心の内面を共感的に受け止める姿勢を養っているか。 

□ 部活動指導において、勝利至上主義に陥っていないか。自分本位の指導観に陥っていないか

（生徒の価値観に思いをめぐらせているか）。 

□ 指導が困難な児童・生徒の指導を特定の教員に任せていないか。 

□ 問題を一人で抱え込まず、他の教員と連携して指導ができているか。 

□ 障がいのある児童・生徒の個別の指導方法を理解しているか。 

□ 体罰を知れば、速やかに管理職に報告しなければならないという認識があるか。 

  

 
 
 
 
 
 

 

メモ 
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3 <自分の欲求のまま…>（自己中心型） 

3-①事例研究 児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメント 【ワークシート】 

■概要 

A 教諭は、担任する学級の生徒 B から家庭のことでの悩み相談を受けたことがきっかけで、個人的なメー

ルのやり取りを繰り返すようになった。また、放課後、A 教諭は生徒 B と２人きりになることが多く、他の教員

は気づいていたものの管理職に報告しなかった。そのような中、ある日の放課後、A 教諭は教室内で生徒 B

と２人きりで話をしていたところ、生徒 B が泣き出したため、慰めようとして肩を抱き寄せキスをした。  

 

■発覚の経緯 

生徒 B の保護者からメール内容について管理職に報告があった。 

 

■動機 

「相手も同じ気持ちだと思い、感情が高ぶってしまった。」 

 

【研修方法】 

① 個人で Q１～Q４に回答 

② 4 人から６人の班に分かれて、意見交換 

 

Ｑ１ この事例で、生徒 B は、どのような気持ちになったのでしょうか。 

 

 

 

 

 

Ｑ２ この事例で、A 教諭のどのような点に問題があったのでしょうか。 

 

 

 

 

 

Ｑ３ この事例で、学校が早急に対応すべきことはどのようなことでしょうか。 

 

 

 

 

 

Ｑ４ 未然防止のためにできること、しなければならないこととして、考えられることを挙げてください。 

 

 

 



17 

 

【児童・生徒、同僚教職員へのセクシュアル・ハラスメント】 

教職員による児童・生徒へのセクシュアル・ハラスメントは、児童・生徒の心身を深く傷つけ、

その後の成長過程にも悪影響を及ぼし、将来にわたって個人の尊厳や人権を著しく侵害する、絶

対に許されない行為です。 

令和４年４月には、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が施行され、

児童・生徒に対するわいせつ行為を行った教員について、厳格な懲戒処分の実施とともに、免許

失効等となった者への再交付の厳しいルールが設けられるなど、これまで以上に厳しい対応が求

められています。 

児童・生徒に対しては、適切な指導を行うことはもとより、個人的な関係に発展することがな

いように、今一度、教職員として児童・生徒を守り育てる立場であることを自覚することが必要

です。 

また、教職員間でのセクシュアル・ハラスメントについても、人権侵害であるとともに、当事

者だけでなく、周囲の教職員も巻き込んで職場全体のモラルを低下させる許されない行為です。 

たとえ、児童・生徒のことを考えて行ったことでも、教職員間でのコミュニケーションのつも

りでも、相手が不快だと感じた場合には、セクシュアル・ハラスメントになることを強く意識し

なければなりません。 

たとえ、児童・生徒のことを考えて行ったことでも、また、同僚教職員とのコミュニケーショ

ンのつもりでも、相手が不快だと感じた場合には、セクシュアル・ハラスメントになることを強

く意識しなければなりません。 

「児童・生徒と適正な距離感」を保てず、個人的な関係に発展することがないように、今一度、

教職員として児童・生徒を指導する立場であることを自覚してください。教職員一人ひとりが高

い人権意識を持ち、ハラスメントを許さない学校づくり・職場づくりに努めてください。 

 

☑不祥事予防チェックリスト(例)  

□ セクシュアル・ハラスメントは、被害を受けた児童・生徒、教職員の心身を深く傷つける

ことを認識しているか。 

□ セクシュアル・ハラスメントに当たるか否かについては、相手が不快だと思うかどうか、

相手の判断によるものであることを認識しているか。 

□ ハラスメントは、周りの者が見ていて不快に感じた場合にも成立することを認識している

か。 

□ 指導等を行う場合は、密室となるような場所で行わないようにしているか。やむを得ず行

う場合は、複数の教員で行うようにしているか。 

□ 部活動等の指導に関わって、スキンシップやマッサージと称して児童・生徒の体に触った

り、指導者の体を触らせたりしていないか。 

□ 配慮の必要な児童・生徒に対し、児童・生徒が不快に感じることがない適切な支援や指導

の方法を身につけているか。 

□ 特定の児童・生徒に対し、勤務時間の内・外に関わらず、指導に関係のない電話やメール・

SNS でのやり取り等をしていないか。 
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□ 同僚教職員に対して感情にまかせたような発言や、大勢の前で個人名をあげて非難するよ

うなことをせず、お互いの人格を尊重し合っているか。 

□ 被害者は、ハラスメントを受けても明確な意思表示ができない場合が多いことを理解して

いるか。 

□ この程度のことは、相手も許容するだろうという勝手な憶測をしたり、自分は相手との信

頼関係ができていると独りよがりの思い込みをしたりしていないか。 

□ ハラスメントを受けたり、見聞きしたりした場合には一人で抱え込まず、管理職員や同僚

教職員等に相談できるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メモ 
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4 <つい、カッとなってしまった…>（感情的・衝動的型） 

4-①事例研究 職場におけるパワー・ハラスメント 【ワークシート】 

■概要 

A 教頭は、職員室で教諭Ｂから次の会議で使用する資料の説明を受けていた。その際に、教諭Ｂが A 

教頭とは違う意見を述べたことに対して、A 教頭は感情的になり「こんなこともわからないなら教員失格や。」と

大勢の教員がいる前で教諭Ｂに対して大声で叱責した。また、A 教頭は日頃から、一部の教員とのみ親しげ

に話をする傾向があった。 

 

■発覚の経緯 

教諭Ｂからの相談を受け、校長がその事実を知った。 

 

■動機 

「気分がイライラしていたので、ついカッとなって怒鳴ってしまった。」 

 

【研修方法】 

① 個人で Q１～Q４に回答 

② 4 人から６人の班に分かれて、意見交換 

 

Ｑ１ この事例で、教諭 B は、どのような気持ちになったのでしょうか。 

 

 

 

 

 

Ｑ２ この事例は、教諭 B 以外の教職員にどのような影響を与えたのでしょうか。  

 

 

 

 

 

Ｑ３ この事例で、A 教頭の、どのような点に問題があったのでしょうか。 

 

 

 

 

Ｑ４ 未然防止のためにできること、しなければならないこととして、考えられることを挙げてください。 

 

 

 

 



20 

 

【職場におけるパワー・ハラスメント】 

パワー・ハラスメントについては、裁判事例等から「職場において、職務上の地位や影響力に

基づき、相手の人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、その人や周囲の人に身体的・精神

的な苦痛を与え、その就業環境を悪化させること」と言われています。 

パワー・ハラスメントは、対人関係の中で生じる問題であり、パワー・ハラスメントが生じる

と、職場秩序や業務の遂行を阻害し、組織にとって大きな損失をもたらすものです。これは、経

験等に差がある同僚どうしなどにおいても起こりうることです。 

パワー・ハラスメントについては、府教育庁が策定している「職場におけるハラスメントの防

止及び対応に関する指針」では、「①優越的な関係を背景とした言動」であって、「②業務上必要

かつ相当な範囲を超えたもの」により、「③労働者の就業環境が害されるもの」の３つすべてがあ

てはまるものがパワー・ハラスメントであると定義しています。 

指針では、「優越的な関係を背景とした言動」については、職務上の地位が上位の者による言動

のみならず、『同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を

有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの』につい

ても該当するとされています。 

また、「労働者の就業環境が害される」とは、『当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦

痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じ

る等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること。』と定義されています。 

パワー・ハラスメントは、対人関係の中で生じる問題であり、パワー・ハラスメントが生じる

と、職場秩序や業務の遂行を阻害し、組織にとって大きな損失をもたらすものです。これは、経

験等に差がある教職員間においても起こりうることです。 

府教育庁では、「教職員ハラスメント相談窓口」を外部委託するとともに、「職場におけるハラ

スメントの防止及び対応に関する指針」の周知など、ハラスメントに関する教職員への啓発、研

修及び相談体制の整備など総合的・組織的な対策を講じていますが、校長等管理監督者はもとよ

り、教職員一人ひとりが、ハラスメントについて基本的な認識をもって、すべての職場でハラス

メントのない快適な働きやすい職場環境づくりを進めることが大切です。 

 

☑不祥事予防チェックリスト(例)  

□ パワー・ハラスメントとなりうる行為類型について、次のものがあることを認識しているか。 

① 身体的な攻撃 ⇒ 暴行・傷害 

② 精神的な攻撃 ⇒ 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言 

③ 人間関係からの切り離し ⇒ 隔離・仲間外し・無視 

④ 過大な要求 ⇒ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 

⑤ 過小な要求 ⇒ 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じ

ることや仕事を与えないこと 

⑥ 個の侵害 ⇒ 私的なことに過度に立ち入ること 

□ パワー・ハラスメントは、これを行っている教職員に自分がパワー・ハラスメントをしてい

るという自覚がない場合があるという認識を持っているか。 

 



21 

 

□ 校務と関係のない、あるいは指導の範囲を超えた感情にまかせた言動は、パワー・ハラスメ

ントになりうるという認識を持っているか。 

□ 相手方が明確な拒否をしづらい立場にあるという認識を持っているか。 

□ パワー・ハラスメントとみられる言動については、職場の構成員として注意を促しているか。 

□ 被害を受けているケースを見聞きした場合には、声をかけて相談に応じているか。 

□ パワー・ハラスメントに関する相談を受けた場合には、その信頼を裏切らないよう、問題の

解決につながるような建設的なアドバイスをするよう心がけているか。 

□ パワー・ハラスメントを受けたり見聞きしたりした場合には、一人で抱え込まず、校長等管

理監督者、職場の同僚や知人等、身近な信頼できる人に相談しているか。 

□ 管理職及び指導的立場にある者は、教職員を育成するという認識を持って指導しているか。 

□ 管理職及び指導的立場にある者は、業務の方向性を示した上で指導しているか。 

□ 管理職及び指導的立場にある者は、指導するタイミング、場所、方法など、状況に応じた適

切な指導を心掛けているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メモ 
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4-②事例研究 体罰 【ワークシート】 

■概要 

運動部活動の練習試合終了後、監督であるＡ教諭は動きの悪かった生徒Ｂを一人残し、試合での態度

について話をした。その際、生徒Ｂは、他の選手への文句を言い、自分の態度を素直に反省する様子が見ら

れず反抗的な態度であった。普段から生徒Ｂの保護者からは「厳しく指導してください。」と言われていたＡ教

諭は、生徒Ｂの態度に腹が立ち、生徒Ｂの頭を１回叩いた。 

 

■発覚の経緯 

状況を目撃した教員から管理職へ報告があった。 

 

■動機 

「指導に対し反抗的な態度をとられ、カッとなってしまった。」 

 

【研修方法】 

① 個人で Q１～Q４に回答 

② 4 人から６人の班に分かれて、意見交換 

 

Ｑ１ この事例で、生徒Ｂは、どのような気持ちになったのでしょうか。 

 

 

 

 

 

Ｑ２ この事例で、Ａ教諭のどのような点に問題があったのでしょうか。 

 

 

 

 

 

Ｑ３ この事例は、生徒、保護者、他の教職員および学校にどのような影響を与えるでしょうか。 

 

 

 

 

 

Ｑ４ 未然防止のためにできること、しなければならないこととして、考えられることを挙げてください。 
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【生徒への体罰、暴行等】 

体罰は、学校教育法第１１条において禁止されているだけではなく、傷害、暴行等の刑法犯罪

であり、絶対に許されません。実際、過去には教員が刑事罰に問われていることもあります。 

児童・生徒に体罰を加えることは、教員としての指導力の不足を表しているものです。また、

児童・生徒に暴力行為を容認する気持ちを醸成させるなど、心身に悪影響を与え、教育的効果は

一切期待できません。 

残念ながら、一部の教員には、未だに「体罰は時として必要だ」との誤った価値観が残ってい

ることもあり、こうした価値観は変えていかねばなりません。確かに生徒指導において、厳しい

指導を求める保護者がおられたり、児童・生徒が教職員に対して礼儀を欠いた態度で対峙したり

するような場合もありますが、それに対する指導は、暴力や暴言によって生徒を従わせるという

方法によるべきではなく、府教育庁が作成している「５つのレベルに応じた問題行動への対応チ

ャート」に記載されているような、様々な児童・生徒へのフォローアップ指導など、指導の技術

によるべきです。 

また、多種多様な指導技術を様々な場面で使い分けることができるからこそ、指導・支援のプ

ロとしての存在意義が認められるのです。 

自分自身は勿論、同僚の体罰行為も絶対に許さないとの認識のもと、学校全体で生徒指導に取

組む必要があります。 

 

☑不祥事予防チェックリスト(例)  

□ 児童・生徒への指導にあたり、感情を抑え、冷静に行っているか（児童・生徒を指導する自

分自身を客観的に見つめるもうひとりの自分がいるか）。 

□ 体罰が人格を傷つける行為であり、児童・生徒の人権を侵害する行為であることを認識して

いるか。 

□ 信頼関係があれば、少しくらい叩いても許されるという認識はないか。 

□ 先入観や憶測で児童・生徒の指導にあたっていないか。 

□ 自分本位の指導観や画一的な指導に陥っていないか。 

□ 児童・生徒の不安や喜びなど心の内面を共感的に受け止める姿勢を養っているか。 

□ 部活動指導において、勝利至上主義に陥っていないか。自分本位の指導観に陥っていないか

（生徒の価値観に思いをめぐらせているか）。 

□ 指導が困難な児童・生徒の指導を特定の教員に任せていないか。 

□ 問題を一人で抱え込まず、他の教員と連携して指導ができているか。 

□ 障がいのある児童・生徒の個別の指導方法を理解しているか。 

□ 体罰を知れば、速やかに管理職に報告しなければならないという認識があるか。 

  

 
 
 
 
 
 

 

メモ 
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5 ＜処分に該当するとは思わなかった…>（認識不足型） 

5-①事例研究 欠勤 【ワークシート】 

■概要 

Ａ教諭は、計２日にわたり、正当な理由のない欠勤をした。同教諭は親の介護及び、介護等に係る精

神的負担から、年次有給休暇等を利用していたが、取得可能な年次有給休暇と短期介護特別休暇をす

べて取得した後、介護休暇及び介護欠勤の利用手続きをせず、親の介護を理由に、勤務を欠いた。 

同教諭は、介護休暇等の制度は知っていたが、生徒が登校しない時期だったので、学校に迷惑はかから

ないと考え、手続きをしなかった。 

 

■発覚の経緯 

  随時査察にて発覚。 

 

■動機 

  「欠勤した分の給与が減額されるだけで、処分の対象となるとは思っていなかった。」 

 

【研修方法】 

① 個人で Q１～Q3 に回答 

② 4 人から６人の班に分かれて、意見交換 

 

 

Ｑ１ この事例で、Ａ教諭のどのような点に問題があったのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

Q２ この事例で、Ａ教諭が負うべき責任や損失は、どのようなものがあるでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ３ 未然防止のためにできること、しなければならないこととして、考えられることを挙げてください。 
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【正当な理由のない欠勤、職場離脱】 

公務員である教職員は、勤務時間中は、その職務に専念する義務があります。職務専念義務は、

上司の承認により免除されます。それを制度化されたものが、年次休暇、特別休暇、病気休暇等

です。年次休暇などの制度を利用せず、正当な理由なく、勤務を欠いたときは、労働の対価とし

ての給与を欠勤が生じた時間分、返納する必要が生じます。また、給与の返納とは別に、職務専

念義務違反に対する責任が問われ、懲戒条例で定める「正当な理由のない欠勤」として懲戒処分

等の対象となります。 

なお、介護欠勤や公傷病欠勤は、制度として認められた「正当な理由による欠勤」です。 

教職員は、児童・生徒の手本として、自らを律し、自身の勤務時間管理について適切な手続き

をとってください。 

また、管理職は、所属教職員の勤務状況を日頃から把握し、無断欠勤とならないよう、適切な

指導・助言を行うようにしてください。 

 

【欠勤】 

職員は、勤務時間中、職務に専念する義務があることから、欠勤は、適法に勤務義務のある日に休むことが承認されている

のではなく、事実として休む、欠務するという状態を指す。 

なお、正当な理由のある欠勤には、公傷病欠勤（公務災害による欠勤や通勤災害による欠勤）や介護欠勤が含まれる

が、公傷病欠勤は、公務災害基金による審査を経て、公務災害として認定されることが前提となる。 
 

【介護欠勤】〔給与が減額（勤勉手当への影響あり）〕 

被介護人が通院その他の病状の回復等に必要な行為を行うに当たり介助を必要とする場合、１回につき１日又は１日以

内で必要な時間、１会計年度につき３０回まで認められる欠勤。 
 

≪介護休暇≫〔給与が減額（勤勉手当への影響あり）〕 

被介護人が自力で食事、排泄、歩行、衣類の着脱などの動作ができず、教職員が被介護人の介護をするため勤務しない

ことが相当であると認められる場合、介護を必要とする一の継続する状態ごとに１８０日を限度として、必要と認める日又は時

間、具体的な勤務義務の履行を免除される制度。 
 

〈職員の懲戒に関する条例より〉 

項 非違行為 標準的な懲戒処分の種類 

一 正当な理由なく十日以内の間欠勤すること。 戒告又は減給 

二 正当な理由なく十一日以上二十日以内の間欠勤すること。 減給又は停職 

三 正当な理由なく二十一日以上の間欠勤すること。 停職又は免職 

 

☑不祥事予防チェックリスト(例) 

□ 自分が取得できる年次休暇の残日数を把握しているか。 

□ 勤務時間中は、職務専念義務が課せられていることを理解しているか。 

□ やむを得ず、遅刻・早退する場合は、事前に管理職に相談し、事前に取得可能な休暇等を申

請しているか。 

□ 管理職は、所属教職員の出勤簿を定期的に確認しているか。 

□ 管理職は、所属教職員の勤務状況を日ごろから把握しているか。 

□ 管理職は、教職員の勤務条件を正しく理解し、所属教職員へ指導・助言を行っているか。 
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5-②事例研究 不正受給 【ワークシート】 

■概要 

  Ａ教諭は、公共交通機関（バス）を利用する通勤認定を受け、この認定に基づいて算出された通勤手

当の支給を受けていたが、ダイヤ改正によって、これまでよりも朝早く自宅を出なければならなくなり、そのことを

億劫に感じ、それ以降、自転車での通勤を常態化させ、通勤手当を不正に受給していた。 

 

■発覚の経緯 

自転車通勤の認定者に含まれていなかった A 教諭が、自転車で出勤している姿を職員が見かけたことか

ら発覚。 

 

■動機 

「定期券を購入していたため、通勤手当を不正に受給しているとの認識はなかった。」 

 

【研修方法】 

① 個人で Q１～Q3 に回答 

② 4 人から６人の班に分かれて、意見交換 

 

Ｑ１ Ａ教諭のどのような点に問題があったのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２ この事例で、Ａ教諭が負うべき責任や損失は、どのようなものがあるでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ３ 未然防止のためにできること、しなければならないこととして、考えられることを挙げてください。 
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【通勤手当の不正受給】 

通勤手当をはじめとする諸手当は、法令等を根拠に、支給要件を満たす者に対して公費から支

給されるものです。 

 通勤手当の支給については、公共交通機関による通勤認定がなされている場合に、別の手段で

の通勤が常態化していると、定期券等の購入の有無にかかわらず、通勤手当の不正受給となり、

通勤手当の返還が生じ、懲戒処分等の対象となります。 

なお、認定された通勤方法以外の手段で通勤する場合には、期間の長短に関わらず、所属長の

許可が必要です。（例：臨時で自動車による通勤が必要な場合、疾病等により自転車での通勤が必

要な場合や家族の送迎による自動車通勤が必要な場合等） 

また、自動車による通勤の際、校内に駐車するには、所属長による許可が必要なことも認識し

ておいてください。 

 

 

☑不祥事予防チェックリスト(例) 

□ 通勤届どおりの経路と手段で通勤しているか。 

□ 公共交通機関による通勤の認定を受けているにもかかわらず、徒歩や自転車で通勤していな

いか。 

□ やむを得ない理由により車での通勤が必要な場合は、事前に所属長の許可を得ているか。 

□ 転居等に伴い通勤経路や手段を変更したときは、速やかに届け出ているか。 

□ 諸手当や旅費等の申請にあたっては、適切な処理を行っているか。 

□ 諸手当の支給要件が消失した時は、速やかに届け出ているか。 

 □ 管理職は、通勤認定についての通知に基づき、適正な認定を行っているか。 

 □ 管理職は、教職員の通勤の実態を把握しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メモ 
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「不祥事防止に向けたワークシート集」を活用した校内研修の工夫 

 

 

■研修の進め方いろいろ 

校内研修を、教職員が不祥事防止について自ら考え、討議をする場とするためには、「具体事例

の共有」「他の教員の考えを知る」ことを通じて自分自身のこととして捉える「気づき」が重要と

なることから、個別ワークとグループワークを積極的に取り入れることが効果的です。 

また、ワークシートの「問い」について他のものと入れ替えたり（Ｐ２６参照）、事例について

毎年度２回発出している「教職員の綱紀の保持について（通達）」の「別添資料」における事例と

置き換えたりすることも有用です。 

 

研修の進め方として、校内研修の設定時間に合わせて、次のような組み合わせが考えられます 

 

Ａ 導入・説明 

Ｂ 個別ワーク（事例研究） 

Ｃ グループワーク（事例協議） 

Ｄ 全体協議（発表・意見交換） 

Ｅ まとめ（振り返り） 

 

 

Ⅰ   Ａ →  Ｂ →  Ｃ →  Ｅ  

 

Ⅱ   Ａ →  Ｂ →  Ｃ →  Ｄ →  Ｅ  

 

Ⅲ   Ａ →  Ｃ →  Ｅ  

 

Ⅳ   Ａ →  Ｃ →  Ｄ →  Ｅ  

 

Ⅴ   Ａ →  Ｂ →  Ｃ →  Ｂ →  Ｃ →  Ｅ  

 

Ⅵ   Ａ →  Ｂ →  Ｃ →  Ｂ →  Ｃ →  Ｄ →  Ｅ  

      ※ ⅤとⅥは、２種類の事例研究を組み入れた研修スタイルの例 

 

■参考資料 

○「不祥事予防にむけて 自己点検 ＜チェックリスト・例＞」（令和６年３月改訂） 

大阪府教育委員会 

○「教職員の綱紀の保持について（通達）」（毎年 7月及び 11月発出） 

別添資料「信頼される教職員であり続けるために～不祥事の根絶に向けて～」 

大阪府教育委員会 
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【その他の質問例】 

 

Ｑ この事例が生起した要因や背景としてどのようなことが考えられますか。 

Ｑ この事例のような場面に遭遇した時、あなたならどうしますか。 

Ｑ この事例が生起したことにより、学校ではどのようなことが起こると想定できますか。 

Ｑ この事例は、法や条例等のどこに触れるのでしょうか。 

Q この事例の教員とあなたとの違いは何ですか。 

Ｑ この事例から、あなたは、日頃どのようなことを心がけて勤務していこうと思いますか。 

 

 

 

 

【ワーク後の振り返りのための質問例】 

 

Ｑ この事例ワークを終えて、新たに認識できたこと、気づいたことはありますか。 

Ｑ この事例ワークを終えて、未然防止のために、個人・同僚・学校組織としてできることは何でしょうか。 

Ｑ この事例は、なぜ生起したのでしょうか。 
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「不祥事防止に向けたワークシート集 ～ 資料 ～」 

 

 

１ 不祥事発生の要因 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 不祥事がもたらす代償 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 懲戒処分による給与上の影響等 

免 職 退職手当は原則不支給。教員免許状の失効。 

停 職 
期間中の給与は不支給。期末・勤勉手当の不

支給または減額。昇給なし。 

減 給 
期間中の給料等を減額して支給。勤勉手当の

減額。昇給の抑制または昇給なし。 

戒 告 勤勉手当の減額。昇給の抑制または昇給なし。 

 

懲戒処分以外に、服務上の措置として、「訓戒」「訓告」「厳重注意」があり、懲戒処分と同様に人

事記録に記載される。 

※「訓戒」昇給が抑制または昇給なし。勤勉手当の減額。「訓告」勤勉手当の減額。 

【定年退職で、支給される退職手当(例)】 

22,928,219円※ 

懲戒免職となれば、１円も支給されません。 

※ 在職期間 S63.4.1～R5.3.31（除算期間なし） 

※ 退職時に高等学校等教育職給料表２級 134 号給 

資質 

職務・ 

勤務体制 

教職員を
取り巻く
環境 

不祥事の発生 

社会的影響等 
●教職員全体に対する信用を著しく損ねる。 

●学校における教育の円滑な運営に支障をきたす。 

●新聞などで氏名が報道されれば、家族等にも影響が及ぶ。 

●再就職へ影響する場合がある。※懲戒処分歴は履歴に記載 

●児童・生徒、保護者からの信頼を失い、退職を余儀なくな

される場合がある。 

行政上の責任 
●懲戒処分となれば、給与上の影響を受ける。 

 ※詳細は以下を参照。 

●懲戒処分歴は、人事記録に記載される。 

●懲戒処分となった事案は、概要と処分内容が公表される。

●懲戒免職となった場合は、氏名・学校名も公表される。 

民事上の責任 
●不法行為に基づく賠償として、被害者から慰謝料などを

請求される。 

●訴訟になった場合は、訴訟費用・弁護士費用を負担する

必要があり、時間や労力を要する。 

刑事上の責任 
●警察に逮捕された時点で、氏名や勤務校が報道される 

場合がある。 

●逮捕後、長期間身柄が拘束される場合がある。 

●刑法や児童福祉法等により罰金や懲役刑等が科される。 

●禁錮以上の刑（執行猶予を含む）に処せられた場合は、 

地方公務員法により失職する。 

● 規範意識の欠如 
   これくらい…という軽い気持ちなど 
 
● 想像力の欠如 
   相手が嫌がっているとは思わなかったなど 
 
● 個人的な嗜好・性格 

児童や生徒への性的な関心など 
 
● ストレス 

学級経営、部活動指導の行き詰まりなど 

【要因１】資質 【要因２】職務・勤務体制 

● 児童・生徒に対する優位性 
 
● 児童・生徒との距離感の喪失 
   児童・生徒への恋愛感情を持つなど 
 
● 不祥事を予防するシステムの不備 
   管理職への報告懈怠、隠ぺいなど 
 
● 職場におけるコミュニケーション不足 
   問題を一人で抱え込むなど 

【要因３】教職員を取り巻く環境  

● 金銭的な問題  
● 家庭不和 



 

 

原因 
非違行為と知っていた 

（確信犯） 

この程度なら許される 

（甘い認識） 

自分の欲求のまま 

（自己中心） 

つい、カッとなってしまった 

（感情的・衝動的） 

処分に該当すると 

思わなかった 

（認識不足） 

当事者の 

発言の例 

（動機） 

・「最初は正当な理由があ

ったが、だんだんと常態

化していった」 

 

・「自分自身の身勝手な

考えに甘え、負けてしま

い自制できなかった」 

 

・「いけないことだとわかって

いたが、繰り返すうちに

感覚が麻痺していった」 

・「相手が気にする様子がなか

ったので、冗談のつもりでや

った」 

 

・「コミュニケーションの一環だ   

と思っていた」 

 

・「生徒のためになると思ってや

った」 

 

・「書類の取扱いに関して危

機意識が低かった」 

・「誰もいないから、ばれなけれ

ばいいと思っていた」 

 

・「興味があった」 

 

・「楽しいという自分の気持ち

だけで、まあいいかと思った」 

・「自分の注意を聞かなかった

ので腹が立った」 

 

・「児童の行動にカッとなった」 

 

・「生徒のそっけない返事にカ    

チンときた」 

 

・「気持ちが高まり、衝動的に

行動してしまった」 

・「そのことが不正にあたるとい

う認識がなかった」 

 

・「適切に処理されていると思

っていた」 

 

・「いけないことだと知らなかっ

た」 

事例 

（行為態様別） 

・窃盗 

・わいせつ事案 

・公金横領 

・無免許運転 

・セクシュアル・ハラスメント 

・体罰 

・個人情報の紛失 

・わいせつ事案 

・敷地内喫煙 

・痴漢・盗撮 

・体罰 

・暴力事案 

・セクシュアル・ハラスメント 

・パワー・ハラスメント 

・個人情報の紛失 

・交通費等の不正受給 

・営利企業等の従事制限 

なぜ、不祥事が

起こるのか 

・規範意識の欠如 

・個人の有する資質 

・想像力の欠如 

・児童生徒に対する優位性 

・個人の有する資質 

・児童生徒との距離感の消失 

・怒りなどの感情がコントロール

できない 

・知識や経験不足 

防止対策 

・規範意識の確立 

・適切な業務管理を行う 

・間違った認識に気づかせる 

・管理職や教職員による相   

互観察 

・相手の被害感情がどれほど

甚大かを認識させる 

・自らのリスクをチェックリスト等

で自己分析させる 

・怒りなどの感情をコントロール

する学習 

・取扱いに関するマニュアル 

等を通じて、正しい認識を学

習・定着させる 

3
1

 

 
不祥事の原因別分類 



 

 

取材：不祥事防止 

～ある民間企業の取組みから①～ 
 

予防の取組み（１） ～「グローバル行動基準」～ 
 

全社員と役員が順守すべき基本的な「行動基準」を制定し、国内外のグループ企業へ導入。 

自律的な浸透・定着をめざし、グループ企業ごとに、企業を取り巻く文化と法制度に関する

ニーズを尊重しつつ、ＰＤＣＡサイクルによるコンプライアンス推進活動を展開。 

 

 

Ｐ：「行動基準」を軸にコンプライアンス推進計画の策定 

Ｄ：同計画の実施 

Ｃ：コンプライアンスの自主点検 

Ａ：改善に向けた推進計画の策定 

 

 

 

予防の取組み（２） ～ コンプライアンス研修・啓発活動の実施 ～ 
 

① 新入社員を対象にコンプライアンス研修を実施し、コンプライアンスに関する基礎

的内容を学習。 
 

② 海外赴任前に法務・コンプライアンス研修を実施し、海外赴任時の適正な判断基準

を学習し、法的トラブルやコンプライアンス違反を未然防止。 
 

③ 業務遂行の中心的な役割を担う管理職を対象に、労務管理やハラスメントに関する

基礎的な業務事項を再確認。 
 

④ コンプライアンストピックを具体的な業務課題と関連付けた対話型セミナーを実施

し、事例の検討や実務上の問題点をディスカッション。 
 

⑤ ｅラーニングの活用により「コンプライアンス行動基準」や業務関連の法令等につ

いての講座を開講。 

 

 

－ 発生時の対応として － 
□ 社内外の人材を委員とした「グループリスクマネジメント委員会」を設置し、その 

下部組織として、法務・コンプライアンスや人事労務、災害・事故などの専門部会を置

く。平常時は、事業活動に関するリスクの未然防止活動を展開することによって、事案

発生による企業資源の毀損の最小化に努め、災害・事故・事件などのリスクが発生した

緊急時には、危機レベルに応じた危機管理体制を構築。 

 

□ 電話・ＦＡＸ・メール・親展文書・面談などによる相談・報告窓口としての内部通報

制度を制定。 
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取材：不祥事防止 

～ある民間企業の取組みから②～ 
 

 

予防の取組み ～ コンプライアンス研修 ～ 
 

① 入職研修 

新卒の入職研修カリキュラムの社内組織法務部長から、コンプライアンスの概要と

重要性、企業及び個人の法的リスク管理について講習。 

 

② 新任管理職研修 

新任係長の研修カリキュラムの社内組織法務部長から、コンプライアンスの概要と

重要性、企業及び個人の法的リスク管理について講習。 

 

③ コンプライアンス教育（ｅラーニング） 

「グループ倫理行動憲章」を正しく理解するとともに、企業人としての行動規範を高

めることを目的として、全役職員を対象に適宜実施。 

 

④ コンプライアンス講演会 

経営幹部や部門長クラスを対象に、企業課題、営業活動や企業不祥事のリスク管理

などをテーマとした、有識者を招聘しての講演会を実施。 

 

⑤ 企業内人権研修 

社員を対象に、基本的人権にかかわる諸問題についての認識と理解の向上を目的と

して、ＬＧＢＴ、ダイバーシティ、ハラスメントなどをテーマとして、社員を対象に

定期的に講習を実施。 
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